
保健衛生局　令和７年度　局運営方針

１　主な現状と課題

（１）健康づくりの推進

（２）こころの健康づくりの推進

　こころの健康は、身体状況、住居や職場の環
境、対人関係など、多くの要因により変化しま
す。また、近年の目まぐるしい社会経済情勢の
変化により、生きづらさを感じている人も多く
います。
　そのため、こころの健康に関する正しい知識
の普及啓発、ゲートキーパーの育成等の自殺対
策、緊急で精神科医療を必要とする市民等が迅
速かつ適正な医療を受けられるようにするため
の精神科医療体制の整備、精神障害者を支える
地域包括ケアシステム構築に向けた保健、医療、
福祉などの関係機関の連携等に取り組む必要が
あります。

　少子・高齢化や核家族化の進行など、社会構造が大きく変化する中で、ライフ
スタイルが多様化し、不適切な食生活、運動不足等の生活習慣の乱れやストレス
に起因する心と体の健康への影響が深刻化しています。
　全ての市民が将来にわたって健やかな生活を送ることができるよう、市民一人
ひとりの健康意識を高め、主体的に健康づくりに取り組めるような環境づくりを
進める必要があります。
　また、こころの不調は、誰にでも起こり得るものであり、本人・周囲が早めに
気付き、これに対処することで、こころの健康の早期回復につなげることが求め
られています。
　加えて、感染症から市民の安全と健康を守るため、国、県、関係機関等と連携
し、適切かつ迅速な感染症対策を進める必要があります。

　本市における主な死因として、がん・心疾患・脳血管疾患といった三大生活習
慣病が上位を占めています。健康づくり計画（第２次歯科口腔保健推進計画及び
第４次食育推進計画を含む。）に基づき、健康マイレージによるウォーキングの
推奨、食育・健康なびといった市の公式サイトを活用した啓発等を通じて、生活
習慣病予防に取り組むことが喫緊の課題となっています。
　加えて、歯科診療や歯科保健サービスを受ける
ことが困難な障害者（児）及び要介護高齢者への
支援体制を整備するなど、歯科口腔保健の推進を
図ることも求められています。
　また、国民の二人に一人が一生のうちにがんと
診断されることから、第２次がん対策推進計画に
基づき、がん検診の受診啓発の更なる推進ととも
に、がんに対する正しい知識や患者への理解を深
める教育が重要です。さらに、がん患者アピアラ
ンスケア支援など、患者の治療と社会参加の両立
を支援する必要があります。

学校におけるがん出前講座の様子

自殺予防街頭キャンペーン（岩槻駅）の様子
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（３）感染症対策の充実

（４）地域医療提供体制の整備

　新興・再興感染症等に適切に対応し、市民の健康への影響を最小限度にとどめ
るため、感染症の流行期に市民一人ひとりが感染拡大防止対策を取ることができ
るよう、広報や普及啓発を実施するとともに、発生状況等の情報についても迅速
かつ的確に発信することが求められています。
　また、収束後においても、様々な新興・再興感染症等について、疾病の理解や
予防行動について普及啓発を実施するとともに、個人防護具セット、サージカル
マスク等の備蓄に努める必要があります。
　加えて、疾病の発生予防、まん延防止及び市民の健康保持を図るため、国の動
向を踏まえながら、予防接種法に基づき、適正かつ効率的な予防接種の実施、健
康被害の救済、市民への情報提供等を行う必要があります。
　1年間の期限延長の経過措置が
設けられるＨＰＶワクチンキャッ
チアップ接種について、対象者へ
の周知啓発を含めた接種促進策の
検討を行うとともに、新たに定期
接種に導入される帯状疱疹ワクチ
ン接種については、令和7年4月の
開始に向けた接種環境の整備にと
どまらず、本市としての独自の取
組を実施してまいります。

　本市では、高齢者数の継続的な増加を背景として、今後
も医療需要の増加が見込まれています。また、回復期・慢
性期の医療機能の不足への対応が課題となっています。
　そのため、埼玉県地域医療構想を踏まえ、病院間の機能
の分化を進めるとともに、病院と病院の連携や病院と診療
所の連携をより推進する必要があります。さらに、重層的
な救急医療体制を整備するなど、地域医療の諸課題に取り
組む必要があります。また、救いうる市民の命を救うため、
ＡＥＤの更なる整備の促進が求められています。
　本市が運営する唯一の公立病院であるさいたま市立病院は、地域の基幹病院と
して、地域医療における中核的な役割を果たしています。
　しかしながら、救急、周産期、感染症、災害等の不採算医療や特殊部門に係る
医療の多くを担っている公立病院を取り巻く経営環境は厳しさを増しており、医
療提供体制の維持が重要な課題となっています。
　さいたま市立病院においても、病床稼働率が想定ほど伸びず入院収益が見込み
を下回ったこと、物価の高騰等により費用が見込みを上回ったこと、人件費の高
騰により職員給与費が増加したこと等により、厳しい病院経営を迫られており、
収支状況の改善が急務となっています。市民が地域の中で必要な医療を受けるこ
とができる「地域完結型医療の要」として、安定した医療提供体制を維持するた
め、経営改善の取組を進めており、中期経営計画についても現状に即した適切な
見直しを行い、医療機能の充実と健全な経営基盤の確立を図る必要があります。

24時間使用可能なＡＥＤ

※最近10年（H26～R5年度）の平均データ
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（５）安心安全な生活衛生の確保

（６）健康を守る試験検査の推進

　関係法令及び感染症予防計画、健康危
機対処計画等に基づき、新興・再興感染
症の発生や腸管出血性大腸菌等による食
中毒の発生、有機溶剤等に関わる地下水
汚染等、予測困難な健康危機事案に関し、
正確な検査と迅速な対応が求められます。
　また、市内を流通する食品の更なる安
全性を確保するため、国際規格である
ＩＳＯ１７０２５に基づく食品等の検査
を実施することで、信頼性の高い検査結
果を提供していく必要があります。

　市民が安全に、かつ安心して暮らすことができるよう、生活衛生・食品衛生関
係営業施設の衛生指導、食品の安全に関する正しい知識の普及、医薬品の適切な
販売及び使用の推進など、市民の健康保護に資する事業を適切に進める必要があ
ります。
　また、超高齢社会と同時に到来する多死社会を控える中、市営の火葬場におい
て火葬需要の増加に対応し、そのひっ迫を回避することが喫緊の課題となってい
ます。1日当たりの火葬受入数を増加させるなど、早期に導入可能な対策を講じつ
つ、抜本的な火葬の供給の在り方を整理し、安定的な火葬体制の確立を図る必要
があります。

新興・再興感染症の検査イメージ
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２　基本方針・区分別主要事業

（１）健康づくりの推進
*( )内は一般財源 (単位：千円)

1 総振 健康づくり事業 2,140 2,403 Ⅱ-122
〔保健衛生総務課〕 (1,327) (1,607)

2 総振 健康マイレージ事業 46,112 47,326 Ⅱ-122
〔保健衛生総務課〕 (46,112) (47,326)

3 総振 2,189 2,206 Ⅱ-123
(2,097) (2,183)

〔保健衛生総務課〕

4 総振 573 690 Ⅱ-122
(573) (690)

〔保健衛生総務課〕

5 拡大 5,003 4,174 Ⅱ-122
総振 (2,196) (2,392)

〔保健衛生総務課〕

6 拡大 531,901 64,784 Ⅱ-123
総振 (96,701) (44,284)

〔保健衛生総務課〕

7 総振 がん対策推進事業 2,708 2,586 Ⅱ-122
〔保健衛生総務課〕 (1,758) (1,746)

8 総振 18,070 18,070 Ⅱ-122
(15,070) (18,070)

〔保健衛生総務課〕

9 健康診査の実施 4,204,149 4,107,428 Ⅱ-125
〔健康支援課〕 (4,120,614) (4,019,063)

　市民の生命・健康・安全を守るため、引き続き感染症対策に取り組むとともに、健康寿命の延伸に向けて、市民・
関係機関・行政の連携により、生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防・重症化予防及び健康づくりに取り組めるよ
うな環境づくりを進めます。
　また、医療需要の増加に対応するため、限られた医療資源を最大限活用し、必要な医療提供体制の構築に努めると
ともに、暮らしの安全を守る施策を展開します。

歯科口腔保健に関する情報提供や研修等を実施
します。また、障害者歯科相談医等が在籍する
地域の歯科医療機関と連携した障害者歯科相談
医等連携・紹介事業を実施します。

（仮称）さいたま市口腔保健センターの開設に
向け、施設建設工事の基本・実施設計及び開設
予定地である旧中央区役所保健センターの解体
工事を実施します。

地域・家庭・学校が連携し
た食を通じた健康づくり

食育推進計画の推進のため、地域・家庭・学校
が連携し食育に取り組めるよう、関係機関等と
協働し事業を展開します。また、「さいたま市
食育なび」を活用し情報発信します。

スマートウエルネスさいた
ま推進事業

官民一体となった健幸都市づくりを推進するた
め、さいたま健幸ネットワークに関するセミ
ナーの開催や健康経営企業の認定等を行いま
す。

№ 区分

がん検診、歯科健康診査等の各種健康診査を実
施します。また、がん検診の受診率向上対策を
実施します。

令和７年度 令和６年度

（仮称）さいたま市口腔保
健センターの整備

歯科口腔保健推進事業の実
施

アピアランスケア支援事業
の実施

事業名
〔事業所管課〕

健康づくり計画を効率的に推進するため、「健
康づくり・食育推進協議会」の開催や、健康づ
くりについての周知啓発を行います。また、熱
中症対策、受動喫煙対策等を実施します。

スマートフォンアプリを活用して計測した歩
数、食事等の記録やその他の必要なアクション
を行うことで獲得したポイントに応じ景品の抽
選に応募することができる事業を実施します。

第２次がん対策推進計画を推進するため、協議
会や市民向け講演会、学校への出前講座等を開
催するほか、若年の末期がん患者の在宅療養生
活を支援するための補助金を交付します。

がん患者の治療と社会参加の両立を支援するた
め、がん治療による外見の変化を補う目的で購
入した医療用補整具費用に対する補助金を交付
します。

説明
掲 載
ページ

〔区分〕新規：新規事業　拡大：拡大事業　総振：総合振興計画実施計画事業
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（２）こころの健康づくりの推進
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

10 総振 4,299 3,757 Ⅱ-119
(1,091) (955)

〔こころの健康センター〕

11 総振 自殺対策推進事業 12,389 12,861 Ⅱ-119
(6,836) (6,127)

12 精神科医療体制の整備 36,177 38,527 Ⅱ-119
〔保健衛生総務課〕 (31,715) (34,515)

（３）感染症対策の充実
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

13 総振 感染症予防の普及啓発 680 691 Ⅱ-124
〔地域医療課〕 (680) (691)

14 感染防護用品の購入・保管 5,971 7,251 Ⅱ-124
〔地域医療課〕 (5,971) (7,251)

15 拡大 感染症予防事業 31,806 25,549 Ⅱ-124
〔感染症対策課〕 (29,078) (23,915)

16 新規 91,799 0 Ⅱ-126
(91,799) (0)

〔感染症対策課〕

17 新規 354,121 0 Ⅱ-126
(354,121) (0)

〔感染症対策課〕

18 拡大 529,876 364,984 Ⅱ-126
(274,801) (48,956)

〔感染症対策課〕

緊急で精神科医療を必要とする市民等が、迅速
かつ適正な医療を受けられるようにするため、
埼玉県と共同で埼玉県精神科救急医療体制整備
事業を実施します。

市民一人ひとりが疾病の理解を深め、適切な予
防策を行えるよう、様々な広報媒体を活用した
普及啓発を実施します。また、平時より市内医
師会等と連携を図り、情報交換を行います。

新型インフルエンザ等感染症の発生に備えて、
個人防護具セットやサージカルマスク等を購入
し、適切に保管します。

感染症の予防及びまん延防止のため、施設入所
者の結核健診費用の補助額を増額するほか、接
触者健診等の感染症対策を実施します。

〔保健衛生総務課、こころ
の健康センター〕

ＨＰＶワクチンキャッチ
アップ接種の経過措置

ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種期間中に
接種を受けた方が、期間終了後の令和7年度中に
計3回の接種まで完了できるよう、接種費用を公
費負担します。

精神障害者を支える地域
包括ケアシステムの構築

メンタルヘルスに関する普及啓発や自殺対策の
推進を図るため、庁内検討会の開催、ゲート
キーパー等の人材育成や、自殺未遂者対策とし
て自殺対策医療連携事業を実施します。

精神障害者を支える地域包括ケアシステム構築
のため、保健、医療、福祉等の関係機関による
連携を図り、多職種が協働して訪問支援（アウ
トリーチ）事業を実施します。

令和７年度 説明

説明

令和7年4月に定期接種化する、65歳以上の方等
への帯状疱疹ワクチン接種を実施するととも
に、定期接種対象外の50歳以上65歳未満の方に
対する本市独自の接種制度を設けます。

令和６年度

令和７年度 令和６年度

新型コロナウイルス感染症の重症化を予防する
ため、予防接種法に基づく定期予防接種とし
て、新型コロナウイルスワクチンの接種を実施
します。

新型コロナウイルスワクチ
ン接種事業

区分

№ 区分

№

帯状疱疹ワクチン接種事業
の実施

〔区分〕新規：新規事業　拡大：拡大事業　総振：総合振興計画実施計画事業
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（４）地域医療提供体制の整備
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

19 総振 地域医療普及啓発事業 1,052 1,052 Ⅱ-118
〔地域医療課〕 (1,052) (1,052)

20 総振 救急医療体制運営事業 705,631 708,260 Ⅱ-118
〔地域医療課〕 (628,359) (633,892)

21 拡大 29,331 27,825 Ⅱ-118
(29,331) (27,825)

〔地域医療課〕

22 67,431 124,627 Ⅱ-118
(31,731) (61,427)

〔地域医療課〕

（５）安心安全な生活衛生の確保
*( )内は一般財源 (単位：千円)

事業名 掲 載
〔事業所管課〕 ページ

23 総振 1,748 1,782 Ⅱ-134
(0) (0)

〔環境薬事課〕

24 総振 食の安全確保の推進 1,279 1,092 Ⅱ-132
〔生活衛生課〕 (1,279) (1,092)

25 食品営業施設の監視指導及 12,762 12,784 Ⅱ-132
び食品の検査 (0) (0)
〔食品衛生課〕

26 拡大 13,921 4,919 Ⅱ-134
(10,437) (0)

〔環境薬事課〕

27 拡大 長期火葬対応業務の実施 32,038 16,500 Ⅱ-135
〔生活衛生課〕 (32,038) (0)

№ 区分 説明令和７年度 令和６年度

さいたま市民医療センターの配管修繕を実施す
るほか、設備の維持保全にあたり、荒川氾濫対
策を踏まえた手法を調査、検討します。

「24時間誰でも使用可能なＡＥＤ」を市有施設
に増設するとともに、ＡＥＤに関する市独自の
取組の周知を含めた新たな普及啓発を実施しま
す。

食品の安全性の向上のため、飲食店等食品関連
施設の監視指導及び収去買上げによる食品検査
を実施します。

保健衛生の向上を目的として、薬局等の許可及
び監視・指導を行います。なお、令和7年度は台
帳管理システムの更新を行います。また、薬物
乱用防止を目的とした啓発活動を実施します。

病院と地域の診療所等との役割分担・連携を推
進するとともに、かかりつけ医、在宅医療につ
いて普及啓発を実施します。

休日夜間急患診療所及び在宅当番医制により、
初期救急医療を実施するとともに、病院群輪番
制等による第二次救急医療を実施します。

№

環境衛生関連施設の許可確
認及び監視指導

薬局、医薬品販売業等の監
視指導

ＡＥＤの整備・普及啓発事
業

さいたま市民医療センター
の改修

本市における火葬需要のひっ迫に対する市営2火
葬場の将来的な火葬の供給の在り方を整理し、
必要な対策を検討します。

令和７年度 令和６年度 説明区分

食の安全確保の推進のため、さいたま市食の安
全委員会等を開催し、各種計画等に基づく施策
を推進するとともに、市民向け意見交換会等、
リスクコミュニケーションを実施します。

環境衛生の確保を目的として、理容所・旅館等
の環境衛生関連施設の許可・確認及び監視・指
導を行うほか、墓地等の許可、室内空気環境や
衛生害虫に関する相談対応等を実施します。

〔区分〕新規：新規事業　拡大：拡大事業　総振：総合振興計画実施計画事業
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（６）健康を守る試験検査の推進
*( )内は一般財源 (単位：千円)

28 総振 40,812 52,886 Ⅱ-128
(40,812) (52,886)

〔保健科学課〕

29 総振 新興・再興感染症対策事業 17,942 11,156 Ⅱ-128
〔保健科学課〕 (13,845) (10,231)

30 総振 13,796 15,344 Ⅱ-128
(8,974) (9,629)

〔保健科学課〕

31 総振 食の安全確保の更なる強化 155,353 153,690 Ⅱ-129
〔生活科学課〕 (155,353) (153,690)

32 100,102 101,544 Ⅱ-129
(99,579) (101,025)

〔環境科学課〕

環境法令に基づく大気、水質等の調査・分析を
行います。また、市民が科学に触れる機会とし
て「科学を体験サイエンスラボ」を実施しま
す。

説明

大気・水質等の環境調査分
析

新生児マススクリーニングの
推進

先天性甲状腺機能低下症、先天性副腎過形成症、
ガラクトース血症及びタンデムマス法によるアミノ
酸・有機酸・脂肪酸の先天性代謝異常症20疾患に
ついて検査を行います。

新興・再興感染症の検査に必要な試薬等を備
え、人材を育成し、検査体制を整備します。

新型コロナウイルス検査事
業

新型コロナウイルス感染症の検査、主にゲノム
解析を行います。

事業名
〔事業所管課〕

令和７年度
掲 載
ページ

№ 区分

食品衛生法に基づく食品の規格基準等の検査及
び食中毒の原因究明の検査を実施します。ま
た、ＩＳＯ１７０２５に基づく検査の精度管理
等、食品の検査体制を整備します。

令和６年度

〔区分〕新規：新規事業　拡大：拡大事業　総振：総合振興計画実施計画事業
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３　脱炭素化に資する主な取組一覧

課名等 事業名 取組の内容 CO2削減量

保健衛生総務課
大宮医師会館の空調
設備の更新

大宮医師会館において、空調設備を更新することによ
り、温室効果ガスの削減に努めます。

1,256.6

地域医療課
高等看護学院
病院総務課
病院財務課
医事課
情報管理室
健康支援課
保健科学課

紙使用量削減の実施
啓発用ポスターの電子配布や業務資料の電子化等によ
り、紙の印刷枚数を削減することにより、温室効果ガス
の削減に努めます。

168.2

病院施設管理課
患者支援センター
健康支援課
感染症対策課
精神保健課
生活科学課

会議等のペーパーレ
ス化

会議等をペーパーレスで実施することにより、温室効果
ガスの削減に努めます。

86.6

思い出の里市営霊園
事務所
大宮聖苑管理事務所
動物愛護ふれあいセ
ンター
保健所管理課

桜環境センターのグ
リーン電力活用

思い出の里市営霊園、大宮聖苑、動物愛護ふれあいセン
ター及び保健所において、桜環境センターで発電された
グリーン電力を活用することにより、温室効果ガスの削
減に努めます。

1,691,479.9

思い出の里市営霊園
事務所
大宮聖苑管理事務所
食肉衛生検査所
保健所管理課

節電、節水の実施
節電、節水を実施することにより、温室効果ガスの削減
に努めます。

381.9

動物愛護ふれあいセ
ンター
保健所管理課
食品衛生課
環境科学課

電気自動車の積極的
活用

電気自動車を積極的に活用することにより、温室効果ガ
スの削減に努めます。

191.6

病院財務課
環境薬事課

徒歩、自転車移動の
推進

ガソリン車の使用を控え、自転車や徒歩での移動を推進
することにより、温室効果ガスの削減に努めます。

105.6

（単位：kg-CO2）
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４　見直し事業一覧
（単位：千円）

事務事業名 主な事業 見直しの理由及び内容 見直し額

地域保健推進事業
（保健衛生総務課）

大宮医師会館の修繕
緊急修繕費について、過去の実績に基づき、予算額を縮
小する。

△ 1,350

地域医療推進事業
（地域医療課）

初期救急医療（小児
を含む。）の実施

子ども急患電話相談委託料について、過去の実績に基づ
き見直し、予算額を縮小する。

△ 2,806

精神保健福祉事業
（保健衛生総務課）

精神科医療体制の整
備

精神科救急医療体制整備事業費負担金の積算内容を見直
し、予算額を縮小する。

△ 2,345

感染症予防事業（地
域医療課）

感染防護用品の購
入・保管

感染防護用品の購入計画を見直し、予算額を縮小する。 △ 1,214

母子保健事業（健康
支援課）

自立支援（育成）医
療給付事業

過去の実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 5,715

母子保健事業（健康
支援課）

未熟児養育医療給付
事業

過去の実績に基づき、予算額を縮小する。 △ 9,466

保健所管理運営事業 施設管理
消耗品費等を過去の実績に基づき、予算額を縮小する。
また、桜環境センターのグリーン電力を活用することに
より、光熱費の予算額を縮小する。

△ 5,049

保健科学検査事業
新生児マススクリー
ニングの推進

検査スケジュールや計画を見直し、予算額を縮小する。 △ 11,994

保健科学検査事業
新型コロナウイルス
検査事業

新型コロナウイルス検査の見込数が減少したことから、
消耗品費等を見直し、予算額を縮小する。

△ 1,548

生活科学検査事業
生活衛生に係る試験
検査の実施

検査機器更新計画を見直し、予算額を縮小する。 △ 5,278

環境調査分析事業
大気・水質等の環境
調査分析

修繕費等を見直し、予算額を縮小する。 △ 1,442

ひかり会館管理運営
事業

ひかり会館の維持管
理

施設の改修等による光熱水費の縮小や印刷製本費等の見
直しにより、予算額を縮小する。

△ 1,954

高等看護学院管理運
営事業

看護師養成事業
講師謝金の精査、学院内ネットワーク設備の事業完了等
により、予算額を縮小する。

△ 5,735

※上記のほか、33件△6,590千円の見直し額あり。
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